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保 健 案 内
保健センター
長野2-3-17
TEL：553-0053
FAX：555-2551

  休日急患診療

 ・診療科目……内科、小児科、外科
 ・診療時間……午前10時～午後5時
＊医療機関が変更されることがありますので、事前に問い合わせく

ださい。
 ・行田中央総合病院　  ☎553－2000
 ・壮幸会行田総合病院  ☎552－1111
◇夜間などの急病やけがで受診できる医療機関を知りたいとき
 ・行田市消防署　☎556－2090
 ・埼玉県救急医療情報センター ☎048－824－4199
◇埼玉県小児救急電話相談「♯8000」
・県内どこからでも「♯8000」をプッシュすると相談窓口につ

ながります。（携帯電話可）
・相談時間 【月～土曜日】午後7時～11時 
　　　　　 【日曜日、祝日】午前9時～午後11時

子どもの健康
乳幼児健診
　名　　称　4カ月児健診、1歳6カ月児健診、2歳児歯

科健診、3歳児健診
　そ の 他　転入されたお子さんで、前住所地で受診して

いない方は保健センターへご連絡ください。

BCG予防接種
　①受付日時　7月28日（水）午後1時30分～2時20分
　　対　　象　平成22年4月1日～15日生まれのお子さん
　②受付日時　8月9日（月）午後1時30分～2時20分
　　対　　象　平成22年4月16日～30日生まれのお子さん
　①②とも対象児以外でまだ受けていないお子さん（6
　カ月未満）は、この機会に受けてください。

乳幼児相談（要申し込み）　
　受付日時　8月3日（火）午前9時30分～11時30分
　対　　象　小学校入学前のお子さん

離乳食教室（初期）（要申し込み）
　受付日時　8月3日(火）午前10時15分～10時30分
　対　　象　平成22年2月15日～3月14日生まれの

お子さんがいる方

※いずれも場所は保健センター

おとなの健康
健康相談（申し込み不要）
　日　　時　8月11日（水）午前10時～11時
　対　　象　健康に関する相談をしたい方

糖尿病健康相談（要申し込み）
　日　　時　8月11日（水）午前10時～11時
　対　　象　糖尿病について心配のある方

禁煙教室（要申し込み）
　日　　時　8月11日（水）午前10時～11時
　対　　象　たばこをやめたい方

こころの相談（要申し込み）
　日　　時　7月21日（水）
　　　　　　※時間は申し込みの際にお知らせします
　対　　象　いつも不安、夜眠れない、生活のリズムが

乱れている、自分の性格や人間関係に悩ん
でいる、飲酒量が多くやめられないなど、
こころに悩みのある方。

　そ の 他　随時、電話での相談も受け付けます。

※いずれも場所は保健センター

家族のつどい
　保健センターでは、こころの病気を持つ方の家族を対
象に「家族のつどい」を行っています。日ごろ思ってい
てもなかなか話せないことや感じていること、どう対応
しているかなど、家族同士で話してみませんか。

期　　日　７月15日、９月16日、11月18日、平成23年
１月20日、３月17日の各木曜日

時　　間　午前10時～11時30分
場　　所　保健センター

期　日 医療機関名 期　日 医療機関名

 7月18日（日） 行田中央総合病院  8月  1日（日） 壮幸会行田総合病院

 7月19日（月） 壮幸会行田総合病院  8月  8日（日） 行田中央総合病院

 7月25日（日） 壮幸会行田総合病院  8月15日（日） 壮幸会行田総合病院

女性特有のがん検診
　女性特有がん検診（乳・子宮頚部）無料クーポン券を
送付します。ぜひこの機会に検診を受けてください。

実施期間　７月１日(木)～平成23年１月31日(月)
クーポン配布対象　平成22年４月20日現在、本市に住
民登録があり、次に該当している方

乳がん検診
昭和44（1969）年4月2日～昭和45年（1970）年4月1日生
昭和39（1964）年4月2日～昭和40年（1965）年4月1日生
昭和34（1959）年4月2日～昭和35年（1960）年4月1日生
昭和29（1954）年4月2日～昭和30年（1955）年4月1日生
昭和24（1949）年4月2日～昭和25年（1950）年4月1日生

子宮頸がん検診
平成元（1989）年4月2日～平成2年（1990）年4月1日生
昭和59（1984）年4月2日～昭和60年（1985）年4月1日生
昭和54（1979）年4月2日～昭和55年（1980）年4月1日生
昭和49（1974）年4月2日～昭和50年（1975）年4月1日生
昭和44（1969）年4月2日～昭和45年（1970）年4月1日生

※１　本市へ転入された方は、以前居住していた市町村のクーポン
　　　券を保健センターにお持ちください。本市のクーポン券と差
　　　し替えます。
※２　他市町村へ転出する予定の方は、転入先の市町村でクーポン
　　　券を差し替えてください。不明な点は転入先の市町村に問い
　　　合わせください。
※３　昨年受診した方でもクーポン券が届いた方は受診可能です。

受診機関　市内の契約医療機関（乳がん検診は、集団検
診での受診も可能です。日程などは保健センターのお知らせ、
または個別通知をご覧ください）


